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 「学校の新しい生活様式」が始まります。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 
 

新型コロナウイルス感染症については、いまだ不明な点が多く、有効性が確認 

されたワクチンも存在しないため、私たちは、長期間、この新たな感染症ととも 

に社会で生きていかなければなりません。 

そのため、感染リスクはゼロにすることはできないという事実を前提として、 

子どもたちの健やかな学びを保障していくために、学校においても「３つの密」 

を避ける「新しい生活様式」を導入し、感染のリスクを可能な限り低減しつつ、 

教育活動を行ってまいります。 

    

 

 

    □手洗いは、流水と石けんで、こまめに、ていねいに（３０秒程度）行います。 

    □マスクは、児童も教職員も、ともに常時着用します。 

     ※熱中症の心配があるときや体育の授業等では外す場合もあります。 

    □換気を定期的に行います。 ※教室内の温度は適切に管理します。 

    □消毒は、１日１回以上、手でよく触れる場所や教具を消毒液で清拭します。 

    □身体的距離（座席配置）を可能な限り１メートル程度確保します。 

    □発熱などの風邪症状等がある場合は、自宅で休養させてください。 

     ※この場合、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として取り扱います。 

    【各自に必要な持ち物】  

     ・清潔なハンカチ ・ティッシュ ・マスク  

・マスクを置く（入れる）際の清潔な布やビニール等  

 

子どもたちが、新型コロナウイルス感染症について正しく理解し、 

□自分から感染リクスを避けることができるように指導します。 

□差別や偏見のない適切な行動をとることができるように指導します。 

 

□お子様に感染症の事由が生じた場合は、出席停止等の対応を行います。 

□保健所等の助言を受け、学校内での活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏 

まえ、臨時休業の必要性や規模（学級単位、学年単位、学校単位）等を判断 

します。 
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